
新型コロナウイルス感染症の
予防接種に係る委託契約について

（集合契約）

2021年2月現在の厚労省からの情報を抜粋した資料とな
ります。随時情報が更新されますので、厚労省の新型
コロナワクチンのページをご確認ください。

概要説明資料

公益社団法人日本人間ドック学会

2021年2月



新型コロナワクチン接種に係る委託集合契約

全国知事会（市区町村のとりまとめ団体）と日本医師会が契約

日本医師会 全国知事会
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全国の市区町村

集合契約締結

傘下の健診機関、医療機関

※現在の風しん抗体の集合契約と同様の仕組み

委任 委任

都道府県知事日本人間ドック学会

再委任 再委任

○接種実施医療機関等がワクチンを入手するためには、（ワクチン接種円滑化システム）への登録

が必要で、そのためにはどこかの取りまとめる集合契約に参加することが必須となる。

○当学会に委任状をご提出いただくと、登録が可能となります。

（登録のメールアドレスに後日用のがサービスデスクから送付される。利用方法は追って示される）
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集合契約イメージ

○新型コロナウィルスワクチン接種の実施の委託について、市町村は各都道府県に委任し、

各都道府県は全国知事会に再委任する。
○新型コロナウィルスワクチン接種の実施の受託について、医療機関・健診機関は郡市区医師会等や

各所属団体に契約締結について委任し、各団体は日本医師会に再委任する

〇契約の締結について委託を受けた全国知事会と日本医師会が集合契約を行う。
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＜契約に参加の実施機関の情報＞

・集合契約に参加する医療機関等
の情報については、委任先がリ
スト化し、再委任先に提出し集
約する。
・集約された情報（一覧表）を厚
生労働省のHP等で掲載する。
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都
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集合契約
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ワクチン接種のための集合委契約への参加等の事前準備

１、集合契約への参加
■接種を行う医療機関は、集合契約に参加する
①ワクチン接種契約受付システムの入力フォームに必要事項を入力して、委任状を作成
（医師会以外の団体で日本人間ドック学会を選択）

②作成した委任状がPDFファイルで出力される
③出力されたPDFを印刷してし取りまとめ団体（ドック学会等）に提出すると参加が完了
（到着した委任状をドック学会にて登録するとV-SYS用のIDとパスワードが登録アドレスが送られる）

２、 V-SYS （ワクチン接種円滑化システム）への初期登録
■後日委任状記載の登録したメールアドレスに、V-SYS用のID/パスワードが送付

■V-SYSに医療機関情報を入力すると、初期登録が完了
（ワクチンの配送先 、公開サイトへの表示情報、接種医名等）
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ワクチン接種実施までの医療機関の業務フローの概要
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・医療機関名
・所在地
・ワクチン種類
・予約受付状況
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ワクチン接種契約受付システム 入力画面

日本人間ドック学会を選択

必要事項を入力し、確認ボタンを
押すと次のページで委任状をPDF
にて出力できる。
出力したものをドック学会へ提出
する。

https://cont-mhlw.force.com/mhlw/vs_ininJyoTouroku

＜提出先＞ PDFをメール添付

covid19vaccine@ningen-dock.jp

（郵送の場合）

102-0075 千代田区三番町9-15 ホスピタルプラザビル1F
日本人間ドック学会 新型コロナワクチン接種 集合契約 係

※参考情報のワクチンの種類の選択の部分は住民への接種
が主となりますのでサテライト型（連携型）になると思わ
れます。基本型で認識されている場合は基本型を選択くだ
さい。
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（代行機関）

国保連合会へ

費用請求

新型コロナワクチン接種の当日実施の流れ

接種前に、問診・診察を行い予防接種を受けることが適当でない者又は予

防接種の判断を行うに際して注意する者に該当するか否かを調べる

・予診票に接種券シールと、ワクチン名・ロット番号のシールを貼付

・接種した者に接種記録書を交付（様式は追って示される）

・予診票のコピーを医療機関にて保管する（5年間）

・接種後、副反応等があるので接種会場にて一定期間観察を行う。

市区町村へ

費用請求

やむを得ない事情で
住民票以外の医療機関
で接種した場合

住民票のある医療機関で
接種した場合

接種希望者の接種券と予診票を確認し、それぞれに記載された氏名と、本人確認書類（運転免

許証、被保険者証等）の内容を確認し、本人確認を実施

※次頁参照

受付

接種後

予診と接種

請求
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費用請求・支払と接種の報告

市区町村

A市の医療機関

国保連合会

A市以外の医療機関

請求

請求

請求

支払

支払

支払
接種する者がやむを
得ない事情にて住所
地以外の実施機関で
接種を受けた場合、
費用請求・支払事務
を国保連合会にて代
行する。

A市に住民票がある方

A市内の医療機関で接種 ※やむを得ない事情で
A市以外の医療機関で接種

（市町村への申請が必要な方）
•出産のために里帰りしている妊産婦
•遠隔地へ下宿している学生
•単身赴任者等

（市町村への申請が不要な方）
•入院、入所者
•基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
•災害による被害にあった者
•拘留又は留置されている者、受刑者等

※やむをえない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している者（手引き要確認）

※今後修正される予定あり
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